
 

 

新新ししくく加加入入さされれるる事事業業主主ののみみななささままへへ  
 
 

【加入手続き順序】 
             雇用保険の対象者を雇入れ 
 一元適用事業所                                  （雇入れ後、必要確認書類が準備でき次第） 

                先ずは監督署へ        次に安定所へ 

 製造・販売・サービス・   Ａ 労働保険成立届      Ｃ 雇用保険適用事業所設置届 

 運輸・金融 等       Ｂ 概算保険料申告書    Ｄ 雇用保険被保険者資格取得届 

 二元適用以外の事業    ※手続については監督署  Ｅ 「Ａ・Ｂ」の事業主控 

               にお尋ねください   

※手続には添付書類が必要です 

                                   （裏面参照） 

 

 

 

 

 

 

 二元適用事業所 

                        安定所へ 

 建 設 ・ 農 林 水 産        Ａ 労働保険成立届 

 地 方 公 務 の 事 業        Ｂ 概算保険料申告書 

                   Ｃ 雇用保険適用事業所設置届 

                   Ｄ 雇用保険被保険者資格取得届 

                   ※手続には添付書類が必要です 

                           （裏面参照）  

 

                      監督署へ 

                   Ａ 労働保険成立届 

                   Ｂ 概算保険料申告書 

                   ※手続については監督署に 

                    お尋ねください 

 

【提出期限】 

適用事業に該当するに至った日の翌日から起算して１０日以内。 

※雇入れ後６ヶ月以上経過しての遡及手続きや、関係書類に不備がある場合等は、   

事業所実地検査を行った後に受理となり、追加資料が必要となります。 

 

 

 

労災保険と雇用保険を 

別々に加入する事業 

労災保険と雇用保険を 

セットで加入する事業 

雇
用
保
険
の
成
立 

労
災
保
険
の
成
立 

労 働 保 険 (労災・雇用) の 成 立 

 

雇用保険手続の際にはマイナンバー（個人番号）の届出が必要です 



 

 

【添付書類】 
Ｃ「雇用保険適用事業所設置届（会社の登録）」の添付書類 

   ※添付書類は、コピー可 

【法人の場合】 

 □ 登記簿謄本「履歴事項全部証明」 ※３ヶ月以内のもの 

□（事業所の所在地が登記上と異なる場合）賃貸契約書、公共料金の請求書 

□ 許認可事業等は「許認可証」等の書類（飲食店の場合は「許可通知書」） 

許認可事業等でない場合は、事業内容に関する取引先との契約書、納品書、請求書 

※設置する事業所名が記載され、取引先が作成したもの 

□ その他（                    ）   

 

【個人の場合】  

□ 事業主の「住民票（※３ヶ月以内のもの）」または「運転免許証」 

□（事業所の所在地が確認できる）賃貸契約書または公共料金の請求書 

□ 許認可事業等は「許認可証」等の書類（飲食店の場合は「許可通知書」） 

許認可事業等でない場合は、事業内容に関する取引先との契約書、納品書、請求書 

※設置する事業所名が記載され、取引先が作成したもの 

  □ その他（                     ） 

 

          

Ｄ「雇用保険被保険者資格取得届・転勤届（従業員の加入）」の添付書類 

※雇用保険被保険者資格取得届にはマイナンバー（個人番号）の記載が必要です。 

 

【雇用保険の加入要件】 

① １週の所定労働時間が２０時間以上で、かつ、３１日以上の雇用見込みがあること 

② パートや期間雇用の場合は、雇用契約の締結がなされていること 

税法で定められた社会保険料や所得税の徴収・納税等がなされていること 

 

 □ 労働者名簿 ･･･････････････労働基準法第１０７条で義務付けられています。 

    □ 賃金台帳 ･････････････････労働基準法第１０８条で義務付けられています。 

                  労働者を雇用した日からのもの 

□ 出勤簿またはタイムカード･･労働者を雇用した日からのもの 

□ 雇入通知書(事業所控)･･････パートタイム（勤務時間が短い方）労働者分のみ。 

労働基準法第１５条で労働条件の明示が義務付けられて                     

                 います。 

    □ 雇用保険被保険者証････････過去に雇用保険に加入していた方は所持しています。 

初めて働く方は持っていません。 

                 ※不明な場合は、履歴書の写しを持参下さい。 

 

 
【労災保険等のお問い合わせ】 事業所の住所を管轄する労働基準監督署にお願いします 

福岡中央労働基準監督署  福岡市中央区長浜２－１－１ ＴＥＬ：０９２－７６１－５６０５ 
 

【お問い合わせ】    窓口受付時間 月～金（祝日・年末年始除く）８：３０～１６：００  

福岡西公共職業安定所（ハローワーク福岡西）雇用保険課適用係 

          ＴＥＬ：０９２－６８８－９２０８  ＦＡＸ：０９２－８８３－５８７１ 

【管轄区域】 
福岡市西区 

糸島市 


